
 

 

 

 

 

 

                      

                     

                          

    

                      

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

放課後子供教室事業「あそビバ」の様子について，YouTube でも説明

しています。（動画内では旧愛称「ユーフォー」で紹介） 

令和７年度登録用 

調布市子ども生活部児童青少年課 
〒182-8511 調布市小島町 2 丁目 35 番地 1 

調布市役所 3 階 ℡ 042-481-7534 

 

小学校内の 

放課後の 

居場所 
無料 

入退室の 

メールが届く 



 

  

スカウトされるかも！？ “地域ソフトボールクラブ体験” 
 

熱血かけっこ教室の様子は QR コードから YouTube で見れるよ！ 

「ビバ」とは・・・イタリアで「ばんざい」です。あそビバでは体験したいこと・体験したことないこと，

ワクワクする「あそビバ」がこんなにたくさん待ってるよ！みんなで「ビバ」しよう！ 

これで運動会のヒーロー！熱血インストラクターによる “かけっこ教室” 



 

 

  

べんべん♪”三味線”を弾いて和の精神に触れてみよう！ 

 

“楽しいレクリエーション”で， 
盛り上がろう！ 

みんなで  しよう！ 

違う小学校の「あそビバ」とリモート通信！離れた「ビバ友」を作ろう！ 

未来の将棋名人へ王手！ 

ハイレベルな“将棋の会”との頭脳戦 
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１ 「あそビバ」とは 

「あそビバ」は、小学校内の教室等を「放課後の居場所・遊び場」として開放している事業です。自由に

出入りできる遊び場なので、放課後にランドセルを背負ったまま、又は、習い事が終わった後等に利用でき

ます。遊具で遊んだり、宿題をしたり、校庭や体育館で体を動かしたり、児童は思い思いの活動をしていま

す。定期的に工作やスポーツ等のイベントも実施しているほか、施設によっては、児童館や学童クラブの児

童との交流も行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(１) 子どもたちが安全・安心に活動できる場所を提供する。 

(２) 地域住民等の協力のもと、自由遊びをはじめ、様々なイベントを通して、学年を越えた子どもた 

  ちが交流することにより、社会性・創造性を養う。 

 

 

各小学校に在籍する全児童です。利用できるあそビバは，通学する小学校（私立・国立の場合は居住学

区）のあそビバ１か所です。 

学童クラブに在籍の児童も登録できます。 

※特別支援学校に在籍の児童については，「特別支援学校児童の交流について」（特別支援学校に配架）

をご覧ください。 

。 

 

無料 

 

  全市立小学校で調布市が委託する民間事業者により運営しています。  

事 業 目 的 

利用できる児童 

こんにちは！ 

帰宅 

運 営 主 体 

料 金 

プレイルームで工作・おもちゃで遊ぶ 

受付 

あそビバの様子 

読書や宿題もできる

よ 

校庭や体育館で遊ぶ 
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月曜日から土曜日まで 

お休み：日曜日、祝日及び年末年始（１２月２９日から 1 月 3 日まで） 

感染症や自然災害や学校行事等により、臨時休業する場合がありますので、メール配信システ

ム（4 ページ）や学校を通じて配布される「ビバニュース」（市ホームページにも掲載）をご

確認ください。 

【開設時間】 

学校の授業がある日 放 課 後 ～ 午後５時 

学校休業日（土曜日・三季休業中（春・夏・冬休み）・学校振替休業日等） 午前８時 ～ 午後５時 

 

※下記☆がついている施設は、平日のみ午後６時までの開設となります。 
【実施場所】 

設名 場所 TEL・FAX 施設名 場所 TEL・FAX 

☆第一小あそビバ 校舎２階 042-481-0009 ☆緑ヶ丘小あそビバ 校舎１階 03-3308-6628 

第二小あそビバ ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ舎１階 042-499-8313 染地小あそビバ 校舎１階 042-485-1317 

☆第三小あそビバ 校舎 1 階 080-4924-4983 北ノ台小あそビバ 校舎２階 042-481-7138 

八雲台小あそビバ ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ舎１階 042-485-7515 ☆多摩川小あそビバ 校舎１階 042-481-9915 

富士見台小あそビバ 校舎１階 042-488-5571 杉森小あそビバ 校舎１階 042-485-1381 

滝坂小あそビバ 校舎１階 080-5459-3313 飛田給小あそビバ 校舎１階 042-487-2817 

深大寺小あそビバ ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ舎１階 042-499-9488 柏野小あそビバ 校舎１階 042-499-6201 

上ノ原小あそビバ 校舎１階 042-481-1022 国領小あそビバ ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ舎１階 042-499-1771 

☆石原小あそビバ 校舎１階 042-486-7634 布田小あそビバ 校舎１階 042-481-4231 

☆若葉小あそビバ 
第四中敷地内 
ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ舎１階 03-3308-8255 調和小あそビバ 校舎 2 階 080-3860-9479 

 

 

 

令和７年度、一部の「あそビバ」では、開設時間が平日のみ午後６時まで延長となります。 

以下の点をご確認いただきますようお願いいたします。 

＜注意事項＞ 

(１) 試行的な変更のため、次年度以降、閉室時間が従来の午後５時に戻る可能性があります。 

(２) 児童の安全のため、午後５時以降の入退出は，プレイルームまでの送迎（送迎者中学生以上）が必要と

なります。また、送迎の方は保護者証（名札）を必ずお持ちください。お持ちでない時は、身分証明書

（免許証や定期等）のご提示を依頼する場合があります。 

(３) 午後５時以降は「延長タイム」という時間帯とし、プレイルームで静かに過ごす時間となります。「延長

タイム」では、通常時より職員は少なく、2 名（サポーター1 名、シルバー人材センター職員 1 名）が

対応をします。 

  

開設日時・実施場所 

   

開設時間が午後６時までに変更となる「あそビバ」について 
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10 ﾍﾟｰｼﾞ以降に記入例があります。 

 

２ 「あそビバ」を利用するには 
 
 
 
必要書類を各あそビバへ直接お持ちください。 
一度登録した児童は、小学校を卒業するまで自動的に継続登録となるため、再度の登録は不要です。ただ
し、食物アレルギーがある場合は、毎年学校生活管理指導表の提出が必要になりました。 
 

【登録に必要な書類】 

1. 「あそビバ」登録届 

2. 災害時（緊急時）等お迎え確認カード 

3. 【食物アレルギーのある場合のみ】学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）のコピー 

         ※ 学校に提出するものになりますので、あらかじめコピーをとっておいてください。 

4. 【食物アレルギーのある場合のみ】緊急時個別対応カード 

※ 受付時にお渡ししますので、その場でご記入お願いします。12 ページにサンプル版 

がありますので、網掛け部分の記入内容をご準備の上、受付時にご記入をお願いします。 

【登録場所】 

 各「あそビバ」 

【登録受付時間】 

 「あそビバ」の開設時間中（2 ページ参照） 

【登録する方】 

保護者の方が直接ご登録手続きをお願いします。 

【登録情報の変更・取消】 

 氏名や住所、緊急連絡先、メールアドレス、食物アレルギーの内容（症状変更や新規発症）に変更がある

場合や、転出などによる登録の取消は、「変更届」「取消届」を保護者がプレイルームにご持参いただくか、

インターネットから申請することができます。 

 

 

児童が小学校を卒業するまで有効。（6 年生時の３月３１日まで利用できます。） 

 

 

  令和７年度の登録受付開始日は、次のとおりです。 

 

 

学校の保護者会実施日は、例年多くの児童が「あそビバ」を利用し、大変混雑するため、登録手続きに大変お

時間がかかります。そのため、登録届の提出は保護者会実施日より前に提出いただくことを推奨します。  

学 年 登 録 受 付 開 始 日 

新１年生 
就学前保護者説明会当日以降 

（受付時間は「あそビバ」の開設時間中のみ（2 ページ参照）） 

新２年生～新６年生の未登録者 随時（令和６年度中から登録できます） 

令和７年度の登録受付開始日 

登録有効期間 

学校の保護者会実施日は混雑します！ 

登 録 方 法 

 

「変更・取消」のインターネット申請はこちらから

可能 
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「あそビバ」では、児童が「あそビバ」に来た時間と帰った時間の通知や、臨時閉室のお知らせ、お

迎えが必要になった場合等にメール配信いたします。保護者の方は、「あそビバ」利用登録完了後に、引

き続きメールアドレスの登録をお願いいたします。 

● 児童が「あそビバ」に来た時間と帰った時間 

 児童の入退室時に、あらかじめ「あそビバ」に備え付けの児童専用 2 次元コードを 2 次元コー

ドリーダへかざした時刻が配信されます。 

● その他、「あそビバ」からの連絡事項 

  「あそビバ」の臨時休業や災害等によるお迎え連絡、イベントのお知らせ等を配信します。 

 

＜申込手順＞ 

① 「あそビバ」登録届を、保護者の方が各「あそビバ」へ提出します。 

② 「あそビバ」職員から保護者の方に、「メールアドレス登録案内書」を印刷して、お迎え時にお渡

しします。また、４月末日までに保護者が直接受け取りに来られない場合は、児童を通じて案内書

をお渡しします。（案内書は個人情報になりますので、可能な限り保護者の方が受け取りに来ていた

だきますようご協力お願いします。） 

③ メールアドレス登録案内書に記載のメールアドレス宛に、空メールを送信してください。 

 （記載の 2 次元コードを読み取っていただいても送信できます。） 

④ 空メール送信後、登録用 URL が記載されたメールが返信されます。そちらの URL をクリック

し、案内に従ってメールアドレスの登録をお願いします。メールアドレス登録書に記載の識別番号

の入力が必要となります。児童ごとに固有の番号を発行しますので、お間違えの無いよう入力をお

願いします。 

※ 既にメール配信サービスを利用されていた方については、手続き不要で引き続き「あそビバ」  

及びメール配信サービスを利用することができます。 

※ メールアドレスを変更する場合も下記の「メールアドレス登録案内書」から変更できます。再発 

行をご希望の方はお手数ですが「あそビバ」職員へお申し出ください。 

＜イメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

メール配信サービス（入退室管理システム） 

 

 

調布市放課後子供教室事業
あそビバ利用登録 

利用登録画面（スマートフォンの例） メールアドレス登録案内書 

♦ お子さま１人ずつの登録が必要で
す。 
 
♦「chofu-yu4.com」のドメイン
を受信できるよう指定してくださ
い。 
※ 迷惑メールに振り分けられていない

かご確認ください。 

 
♦利用登録を 3 回繰り返すとエラー
となり，最初からやり直しになりま
すのでご注意ください。 
 

ẑ פֿ צּ  
ẑ  

ẑ  
ẑ ḯ  
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基本的には、年間通して登録届提出日と同日に利用ができますが、新１年生のみ、夏休みが始まる前までは、

受付日の翌日からのご利用開始となりますので注意してください。 

※夏休み開始以降は、在校生と同様に登録日当日から利用が可能です。 

１．年度当初の新１年生の利用開始日について 

※ 「あそビバ」の開設日については、入学式に配布される「ビバニュース」（１年生版）をご確認く

ださい。「ビバニュース」はＨＰにも掲載しています。 

２．食物アレルギーや疾病等がある児童 

原則、個別対応は行っておりませんが、食物アレルギー及び疾病等については、保護者からの聞き取

り等をして児童の状況を把握させていただくため、利用開始日を調整させていただく場合があります。 

３．障がいや発達に偏りがある児童、そのほかご利用にあたって心配なこと、不安なことがある場合 

食物アレルギーや疾病等と同様、原則個別対応は行っておりませんが、利用にあたって心配なことや

ご不安なことがありましたら、都度ご相談を承っておりますので、お気軽にご連絡ください。 

 

 

 

(１) 保護者会実施日の利用 

多くの小学校では、４月上旬～中旬に保護者会が開かれます。この時期の保護者会実施日にあそビ 

バを利用したい場合は、必ず利用したい日の前日までに登録届をご提出ください。 

(２) 保護者等の付添送迎 

入学後は、児童の安全のため、４月１日から給食が開始する日の前日までの間にあそビバを利用す

る場合は、保護者（又は、中学生以上の代理人でも可）の送迎（「あそビバ」への来室、「あそビバ」

から自宅への帰り）が必要となります。 

(３) 1 年生 1 学期カード 

「あそビバ」では、児童がご家庭で約束した時間に自分で帰れるように目安として 30 分ごとに児

童全体に対して「○○時○○分」のようなお知らせをしています。 

ただし、新１年生は時計が読めなかったり、ご家庭で約束した時間がわからなくなってしまうことがあり 

ますので、１学期中は各「あそビバ」から「1 年生 1 学期カード」をお渡ししています。 

このカードに「帰宅予定時間」や「お迎えの有無」などを記入し、児童が事前に「あそビバ」の受

付に出すことで、その日の利用内容を「あそビバ」へ伝えることができます。 

※ 記入方法等は案内後半掲載のサンプルをご参照ください。 

  

登録届提出可能時期 利用開始日 

就学前保護者説明会当日以降、 

利用したい日の前日まで（※） 

令和７年４月１日（火）以降 

ただし、給食開始の前日まで要送迎 

利 用 開 始 日 

    

新 1 年生の利用開始における注意点について 
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(１) 事故が起きた時 

事故が生じた場合は、簡易的な処置(止血・冷却等)を行い、ご連絡いたしますので、早めのお

迎えをお願いします。（救急車の手配をすることもあります。） 

(２) アレルギー 

 食物アレルギーのある児童で薬やエピペンを処方されている場合は、必ずお持ちください。忘

れた場合、「あそビバ」のご利用をお断りする場合があります。アレルギー発症がみられる場合、

東京慈恵会医科大学附属第三病院の協力体制のもとで対応します。 

(３) 感染症 

体調がよくない場合は、児童自身の体調を整えるとともに、ウイルス等のまん延を防ぐた 

め、利用はご遠慮ください。 

また、感染症（インフルエンザ等）の流行で、学級(学年)閉鎖となった場合は、閉鎖が決定した

日以降の学級・学年閉鎖期間は「あそビバ」の利用はできません。ただし，決定した当日は受け入

れをいたします。 

学校閉鎖の場合は、閉鎖開始日から授業が再開するまで「あそビバ」はお休みとなります。ただ

し，決定した当日は受け入れをいたします。 

 

 

利用中の事故や怪我については、調布市の傷害保険が適用可能です。 

(１) 補償内容 

見舞金の給付 

※ 医療費や保護者の休業損害の補償ではありません。 

(２) 対  象 

事故・怪我 

(３) 保険の対象外 

ア 疾病・天災等によるもの 

イ 通学路以外の事故・怪我 

ウ 学校がお休み（土・三季休業中等）の日の「あそビバ」への往復路の事故・怪我 

 

 

(１)  「あそビバ」利用時に、他の児童とより良い交流が図れるよう、状況により登録児童の様子について、

在籍する小学校と情報共有させていただきます。 

(２)  登録前に見学も可能です。見学をご希望の場合、直接各施設へまずはお電話でお問合せください。お電

話は午後の時間帯にお願いいたします。 

 

 

 

 

 

保 険 

 

 

事 故 

 

 

その他注意事項 
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「あそビバ」Q&A 

Q：学童クラブとの違いを教えて下さい。 

Ａ：学童クラブは「児童の育成」「保護者の就労支援」を目的とした事業のため、児童は集団生活

やルールを守れるよう生活し、放課後支援員等の資格を有した職員が児童の基本的生活習慣を支

援します。また、利用にあたっては保護者の就労等の要件が必要となります。 

  「あそビバ」は、「放課後の遊び場」を開放し、児童が自由に来て、遊べる「場所」を提供し

ている事業になります。 

 

Q：「あそビバ」に職員はいますか。 

Ａ：子どもたちが安全に、安心して遊べるようにサポートする職員（サポーター）がいます。 

 

Q：利用上のルールはありますか。 

Ａ：「あそビバで何時まで遊ぶのか」、「お迎えか、一人帰りか」等約束してからご利用ください。

また、自分の持ち物や帰宅時間の管理等自分でできるように、ご家庭でもお話しください。 

「あそビバ」で安全に遊べないこと（危険行為を行う、お友だちに危害を加えてしまう等）が頻

繁にある場合は、状況により、在籍している小学校と情報共有させていただいたり、保護者とご

相談のうえ、一定期間「あそビバ」のご利用を控えていただく場合があります。 

 

Q：帰りは集団下校等していますか。 

A：集団下校はしていません。学校からの帰宅と同様となります。お友だちの家や公園等に寄り道

をしないで帰るよう、ご家庭でもお話しください。 

 

Q：送迎が必要な時はありますか。 

A：新１年生は、児童の安全のため、４月１日から給食が開始する日の前日までの間にあそビバを

利用する場合は、保護者（又は、中学生以上の代理人でも可）の送迎（「あそビバ」への来室、

「あそビバ」から自宅への帰り）が必要となります。 

開設時間が午後６時までの施設については、午後５時以降の入退室時には学年問わず送迎が必

要となります。また、それ以外の施設においても、ご心配なとき（日没の早い冬等）はお迎えを

ご検討ください。 

なお、次の場合には、登録届の緊急連絡先にご連絡し、必要に応じてお迎えの対応をとりま

す。「あそビバ」利用中は、必ず連絡がつくようにご協力ください（利用される「あそビバ」の

電話番号の登録をお願いします）。 

① 児童の体調が悪いとき 

② 学校が集団下校の対応をとるとき（重大な事件や不審者情報等があったとき） 

③ 台風や感染症（インフルエンザ等）により、学校から帰宅指示があったが、「あそビバ」

に来室したとき 

④ 地震等の非常事態のとき 

お迎えの際は、保護者証（名札）を着用のうえ、プレイルームまでお越しください。 

なお、必要に応じて、お迎えの方のお名前が確認できるものをご提示いただく場合があり 

ます（免許証や健康保険証、定期等）。 

登録届及び災害時（緊急時）等お迎え確認カードの内容（住所や緊急連絡先等）に変更が

ありましたら、必ず「あそビバ」にご連絡ください。 

 

 

 

 

変更・取消はインターネット申請も可能です。 
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Q：送迎は誰が行ってもよいのですか。 

A：登録届に記載のある方（保護者や緊急連絡先の方）又は、災害時（緊急時）等お迎え確認カー

ドに記載のある方も送迎に来ていただけます。それ以外の方が送迎する場合は、安全のため、事

前に「誰が送迎するのか」を「あそビバ」にご連絡ください。 

なお、必要に応じて、保護者証（名札）など、送迎の方のお名前が確認できるものをご提示い

ただく場合があります（免許証や健康保険証、定期等）。 

 

Q：おやつやお弁当は持たせてよいですか。 

A：おやつを食べることはできません。 

お弁当は学校休業日等給食のない日に限って、持ってくることができ、決められた時間内で食

べることができます。冷蔵庫がありませんので、傷みにくい食品や保冷剤を入れる等、ご家庭で

も衛生管理にご配慮をお願いします。 

また、食物アレルギーによる新規発症事例を予防するため、お弁当には初めて食べる食材を入

れないよう、ご協力ください。 

食物アレルギーのある児童は、薬やエピペンを忘れないようご注意ください。 

 

Q：上履きは必要ですか。 

A：「あそビバ」では、災害時や事故防止のため、上履きを履いています（若葉小あそビバ、多摩川

小あそビバ、第三小あそビバを除く）。学校休業日（土曜日・三季休業日（春・夏・冬休み）・学

校振替休業日等）は必ず上履きを持って遊びに来てください。 

また、けが防止のため、サンダル等でのご利用はお控えください。 

 

Q：遊び道具や携帯電話の持ち込みはできますか。 

A：持ち込みはできません。「あそビバ」では様々な遊具を用意しています。また、「あそビバ」利

用中は携帯電話の使用ができないため、帰宅時間の変更等がある場合は、お子さまへ直接ではな

く、施設にお電話のうえ、職員にご伝言ください。 

 

Q：個人用のロッカー等はありますか。 

A：共用のロッカーや下駄箱はありますが、個人用のものはありません。なお、紛失、破損等によ 

る弁償は致しかねますので、予めご了承ください。 

 

Q：自転車で行ってもよいですか。 

A：自転車で「あそビバ」に来ることはできません。 

 

Q：就学前の弟・妹はいっしょに遊べますか。 

A：就学前・卒業後のお子さまは「あそビバ」で遊ぶことはできません。 
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◆各事業の主な特徴 

 
児童館 あそビバ 学童クラブ 

主な目的 放課後の地域の遊び場所 放課後の遊び場所 
保護者の就労支援 

児童の育成施設 

対象児童 
１年生～6 年生 

※利用条件なし 

１年生～6 年生 

※利用条件あり 

定員 なし あり 

開設日 

月曜日～土曜日  【お休み】日曜日、祝日、年末年始(12/29～1/3) 

自然災害（台風等）、学校行事等で 

臨時休業あり 

 

開設時間 

【学校がある日】 

放課後～17：00 

【学校が休みの日】 

9：00～17：00 

【学校がある日】 

放課後～17：00 

【学校が休みの日】 

8：00～17：00 

※一部 18：00 までの施設あり 

【学校がある日】 

放課後～19:00 

【学校が休みの日】 

8:00～19:00 

料金 無料 

【育成料】 月額 5、000 円 

【おやつ代】月額 1、500 円 

【その他】時間延長料金あり 

お弁当 

(土曜・三季休業中) 

持参 

※おやつ時間なし 

持参 

※おやつ時間あり 

行事 
誰でも参加できる行事 

(工作の会、各種遊びのプログラム等) 

年間行事 

(季節行事、誕生日会、遠足等) 

保護者との情報共有 おたより 
メール配信サービス 

おたより 

コドモンによる連絡、 

おたより、年数回の保護者会等 

メール配信サービス なし 
配信あり 

(入退室時刻・お知らせ等) 
アプリ「コドモン」による 

通知 

出欠席の管理 なし なし 予定表・連絡帳 

出入り・中抜け 
開設時間中は自由に出入り・中抜け可 

※中抜けは一度退室扱いとなります 
不可 

帰宅方法 
自由に帰宅 

(又はお迎え) 

～17:00：自由に帰宅 

17:00～18:00：入退室時

に保護者の送迎必要 

17:00：集団帰り 

17:00～19:00：保護者のお

迎え 

体調不良の場合 

(施設利用中) 
保護者のお迎え 

自然災害の場合 

(施設利用中) 

保護者のお迎え 

（台風等の気象状況により臨時休業あり） 
保護者のお迎え 

怪我等への 

保険適用範囲 
施設利用中のみ 

・施設利用中 

・学校がある日の通学路 

・施設利用中 

・遠足等施設外活動等 

・学童クラブと自宅・学校間

の通路 
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1

2

4

3

利用予定のあそビバ

４月以降の新学年。学級

不明の場合は学年のみ

でかまいません。

提出日現在の

年齢

提出日

円滑なお迎え・引渡し

が行えるよう，できる
限り２名の記入をお

願いします。

あそビバを利用するうえで，伝えておきたい事項がありましたら，簡潔にご記入ください。内容により，別途必要書類をご記

入いただく場合があります。なお，あそビバでは，疾病等への個別対応は致しかねますので，あらかじめご了承ください。

学校休業日（土曜日・三季休業期間・学校振替休業

日など）は，お弁当を持参できます。昼食時の安全管
理のため，「有」の場合は，学校への提出の有無に関

わらず，受付時に「緊急時個別対応カード」にご記入

いただきます。

・黒ボールペンで記入してください。

・訂正する場合は，訂正箇所を二

重線で消し，その欄の余白に記入

してください。
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児童との続柄 備考

母
勤務先電話番号は勤務時間内に限る
（9:00～17:00）

祖父

備考

災害時（緊急時）等使用欄

避難予定先住所

電話番号

※本確認カードに記入のない方には原則，児童を引渡すことができませんので，御了承ください。

引取確認（職員サイン）

※内容に変更があった場合は，必ずその都度連絡してください。

引渡し場所 ユーフォー  ・  避難所  ・  その他（　　     　　　     　　　　　　）

引取人氏名（サイン）

引渡し後の連絡先
（保護者以外の場合のみ記入）

　※以下の欄はご記入なさらないでください。

引渡し日時 　　　　　　　年　　　　月　　　　日　（　　　　）　　午前　・　午後　　　　時　　　　分

（例）  調布
ちょうふ　

　ゆう子
こ 080-●●●●-●●●●

042-●●●●-●●●●(勤務先)

（例）　東京
とうきょう

　次郎
じろう

042-0000-0000

住　　所 調布市　小島町２－３５－１

緊急時の引取人（迎えに来る人・保護者，近所の方及び中学生以上兄姉含む）

ふりがな

引取人氏名
電話番号

調布市放課後子供教室事業「あそビバ」
災害時（緊急時）等お迎え確認カード

記入日　　令和  　●　年　　●　月　　●　日

ユーフォー名 ●　●　 小　あそビバ

ふりがな ちょうふ　　はなこ

学年 1　年　1　組
児童名 調布　花子

←ᵲⱲˢừẍⱲˣ χԏ ΰχ∑τ► βϥχπʼṜ ψ ΚϤϘδϭʻ

ʾԏ︡Ϥχ ӡχ‰Μ Τϣ τέṜ ΨιήΜʻ
ᾴ ל ϼ Њ

ʾӟᴞχ ›τψʼ χừẍ τέ ΰʼ τᴂαοΣὝΠϬΣḻΜΰοΜϘβΥʼ
Υԁʼ ΥνΤσΜ ›ψʼ τṜ∏χΚϥ ϒέ ήδοΜθιΨ ›ΥΚϤϘβχπʼέ
ӪΨιήΜʻ
Σ◓ήϭχ ΥӂΜρΦ
ᶘ Υ ᴞ χ ᴂϬρϥσςʼ σⱧὯϞ יּ ΥΚμθρΦ

Ϟḇ ˢϱрТиϵрЃ ˣτϢϤʼᶘ Τϣṑ ◙ꜘΥΚμθΥʼΚζРНτ ΰθע
ρΦ

σςχ Ⱨ χρΦ
ʾ τṜ∏χΚϥ ψʼ Ⱳτ ῐּי χ ϩϤτΣὝΠτ οΜθιΪϘβʻϘθʼ ῐּיΤ
ϣχ ΥσΨοϜΣԏ ΰΜθΰϘβʻ
ʾ ῐּי ˢ ╘ˣχϕΤʼ τᴂαοʼΣὝΠχ χΣ Υᶎ πΦϥϜχϬέ ꜘΜθιΨ
›ΥΚϤϘβʻˢ Ẩ Ϟ ᾑ ʼ ṍὴσςˣ
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例 ４がつ １にち １６じ ３０ふん
保護者㊞

又はサイン
あそビバ㊞ 8 がつ にち じ ふん

保護者㊞
又はサイン

あそビバ㊞

1 がつ にち じ ふん
保護者㊞

又はサイン
あそビバ㊞ 9 がつ にち じ ふん

保護者㊞
又はサイン

あそビバ㊞

2 がつ にち じ ふん
保護者㊞

又はサイン
あそビバ㊞ 10 がつ にち じ ふん

保護者㊞

又はサイン
あそビバ㊞

3 がつ にち じ ふん
保護者㊞

又はサイン
あそビバ㊞ 11 がつ にち じ ふん

保護者㊞

又はサイン
あそビバ㊞

4 がつ にち じ ふん
保護者㊞

又はサイン
あそビバ㊞ 12 がつ にち じ ふん

保護者㊞

又はサイン
あそビバ㊞

5 がつ にち じ ふん
保護者㊞

又はサイン
あそビバ㊞ 13 がつ にち じ ふん

保護者㊞

又はサイン
あそビバ㊞

6 がつ にち じ ふん
保護者㊞

又はサイン
あそビバ㊞ 14 がつ にち じ ふん

保護者㊞

又はサイン
あそビバ㊞

7 がつ にち じ ふん
保護者㊞

又はサイン
あそビバ㊞ 15 がつ にち じ ふん

保護者㊞

又はサイン
あそビバ㊞

令和●年度

１ねん　　　Ａ　くみ

（　　　）

□　ひとりでかえる

□　（　　　　　　　　　　　）が、おむかえにくる

（　　　）

□　ひとりでかえる

□　（　　　　　　　　　　　）が、おむかえにくる

（　　　）

□　ひとりでかえる

□　（　　　　　　　　　　　）が、おむかえにくる

（　　　）

□　ひとりでかえる

□　（　　　　　　　　　　　）が、おむかえにくる

（　　　）

□　ひとりでかえる

□　（　　　　　　　　　　　）が、おむかえにくる

（　　　）

□　ひとりでかえる

□　（　　　　　　　　　　　）が、おむかえにくる

（　　　）

□　ひとりでかえる

□　（　　　　　　　　　　　）が、おむかえにくる

（　　　）

□　（　　　　　　　　　　　）が、おむかえにくる

（　　　）

□　ひとりでかえる

□　（　　　　　　　　　　　）が、おむかえにくる

（　　　）

□　ひとりでかえる

□　（　　　　　　　　　　　）が、おむかえにくる

（　　　）

□　ひとりでかえる

□　（　　　　　　　　　　　）が、おむかえにくる

□　（　　　　　　　　　　　）が、おむかえにくる

（　　　）

□　ひとりでかえる

□　（　　　　　　　　　　　）が、おむかえにくる

（　　　）

□　（　　　　　　　　　　　）が、おむかえにくる

□　ひとりでかえる

（　月
げつ

　）

□　（　おかあさん　　）が、おむかえにくる

（　　　）

□　ひとりでかえる

□　（　　　　　　　　　　　）が、おむかえにくる

なまえ

（　　　）

□　ひとりでかえる

□　ひとりでかえる□　ひとりでかえる

ちょうふ はなこ

⁹

Ａ

16 がつ にち じ ふん
保護者㊞

又はサイン
あそビバ㊞

17 がつ にち じ ふん
保護者㊞

又はサイン
あそビバ㊞

18 がつ にち じ ふん
保護者㊞

又はサイン
あそビバ㊞

19 がつ にち じ ふん
保護者㊞

又はサイン
あそビバ㊞

20 がつ にち じ ふん
保護者㊞

又はサイン
あそビバ㊞

21 がつ にち じ ふん
保護者㊞

又はサイン
あそビバ㊞

22 がつ にち じ ふん
保護者㊞

又はサイン
あそビバ㊞

23 がつ にち じ ふん
保護者㊞

又はサイン
あそビバ㊞

□　（　　　　　　　　　　　）が、おむかえにくる

□　（　　　　　　　　　　　）が、おむかえにくる

□　（　　　　　　　　　　　）が、おむかえにくる

□　ひとりでかえる

□　（　　　　　　　　　　　）が、おむかえにくる

□　（　　　　　　　　　　　）が、おむかえにくる

□　ひとりでかえる

（　　　）

令和●年度
なまえ

（　　　）

□　（　　　　　　　　　　　）が、おむかえにくる

□　ひとりでかえる

（　　　）

□　ひとりでかえる

（　　　）

□　（　　　　　　　　　　　）が、おむかえにくる

□　ひとりでかえる

□　（　　　　　　　　　　　）が、おむかえにくる

１ねん　　　Ａ　くみ

（　　　）

□　ひとりでかえる

（　　　）

（　　　）

□　ひとりでかえる

（　　　）

□　ひとりでかえる

（ひらがな）

●●小

あそビバ くみ

なまえ

【注意事項】

・ 本カードにご記入いただいた「帰宅予定時間」や「お迎え」の内容を，お子さんが把握していな

い場合があります。本カードを使用する場合でも，ご家族でお子さんと「あそビバから帰る時間」

と「お迎えの有無」を約束してから，「あそビバ」をご利用いただくよう

ご協力をお願いします。

・ 「あそビバ」の開設時間は●時までです。

・開設時間を18時まで延長している施設につきましては、17時を過ぎたら必ずプレイル

ームまでお迎えにきてください。

・ 「帰宅予定時間」は，お子さんが把握しやすいよう，毎時００分または30分で記入をお願いしま

す。なお，「帰宅予定時間」には，職員から子ども全体に時間をお知らせします。

・ 帰宅方法は「ひとりで帰る」「（ ）がおむかえにくる」の，いずれかにチェックを入れ，（ ）内

には誰がお迎えに来るのかを明記してください。お迎えに来る人を変更する場合には，必ず「あ

そビバ」までご連絡をお願いします。

・ 本カードは，利用する毎に記入してください。また，記入は保護者自身の直筆でお願いします

（網掛け部分は職員が使用する欄です）。

・ 必ず保護者の押印またはサインをお願いします。

・ 記入に不備がある時は確認のため，登録届の連絡先にご確認する場合がありますので，予

めご承知おきください。

・ お子さんがご自分でも確認しやすいよう，記入をお願いします。

連絡先 ●●小あそビバ TEL・FAX ●●●-●●●－●●●●

ちょうふ はなこ

ちょうふ はなこ

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調布市放課後子供教室事業 「あそビバ」利用案内 

（令和７年度登録用） 

 

 

 

発行日 令和７年 1 月 

発 行 調布市 

編 集 子ども生活部児童青少年課 

             〒182-8511 調布市小島町 2-35-1 

             TEL 042-481-7534 

 

 

 
登録番号 

（刊行物番号） 

202４–143 

次代を担う子どもたちを健全に育成していくために，放課後の学校施設を利

用し，たくさんの友だちと自由に遊び，交流できる安全な「放課後の居場所」

を提供する調布市放課後子供教室事業は，平成１２年度から開始しました。 

平成２４年度には市立小学校全２０校に事業を拡大し，平成２７年度からは，

民間の活力を導入するとともに，学童クラブと連携を密にし，子どもたちの

ために，保護者・学校・地域の関係者の皆さんと協力しながら，運営していま

す。 

令和５年度には，これまで長く親しまれた「ユーフォー」という名称を変

更し，「子どもたちの『やりたい！』を実現するワクワクする場所」を目指し

て，より一層自由で，多彩な経験ができる放課後の居場所，調布市放課後

子供教室事業「あそビバ」として再スタートしています。 


